
       

報告項目 報告内容 

被処分者の氏名又は法人名称  田島 充 

登録番号又は法人番号  １０１３２１７７ 

所属する単位会  京都府行政書士会 

事務所名称  行政書士四条烏丸法務事務所 

事務所所在地 
 京都府京都市下京区室町通綾小路上る鶏鉾町 480 番地  

ｵﾌｨｽ‐ﾜﾝ四条烏丸 803 号室 

処分年月日  令和５年２月２２日 

処分内容（種類）  廃業勧告（廃業するまでの間の会員の権利の停止含む。） 

上記処分をした理由 

 田島充会員は、令和４年度前期会費について再三にわたって催告

を受けるが納入せず、また、令和４年１１月２２日の綱紀委員会の

出頭要請にも応じず、現在も滞納状態が続いている。 

本会は、会則第１３条で会員に会費の納入義務を、また、同第１

５条第４項で綱紀委員会開催後、なお３か月以内に会費の納入がな

い場合は、会員として業務を継続して行う意思がないものとみなし

て廃業の勧告を行うと定めており、今回、この規定に基づき廃業す

ることを勧告する。 

上記処分の根拠となった法令及

び会則の条文 

行政書士法第１３条 

 行政書士は、その所属する行政書士会及び日本行政書士会連合 

会の会則を守らなければならない。 

京都府行政書士会会則第１５条第３項 

 前項の規定により催告を行っても、なお、定められた期限まで

に会費の納入が行われない場合には、綱紀委員会を開催し、その

者から会員として業務を継続して行う意思の有無を確認のうえ、

その意思がないと認められる者に対しては、次項に掲げる廃業の

勧告等を行うものとする。 

４ 前項の規定による綱紀委員会の開催後、なお３か月以内に会

費の納入がない場合には、会員として業務を継続して行う意思

がないものとみなして、以下の勧告を行うものとする。 

（１） 個人会員に対しては廃業の勧告 

（以下略） 

 


